
　平成１７年１０月１７日（月）午後１時３０分から、藤野町の神奈川県立藤

野芸術の家クリエーションホールにおいて、第４回相模原市・藤野町

合併協議会が開催されました。

　今回の協議会では、相模原市・藤野町合併協議会小川会長が療養中

であることから、相模原市・藤野町合併協議会規約により、会長職務

代理者である副会長の鈴木藤野町長が議長を務め、第３回合併協議会

で継続協議となっていた「相模原市・藤野町合併市町村基本計画（素

案）」のほか、「財産の取扱い」、「地方税の取扱い」、「国民健康

保険事業の取扱い」などについて協議が行われました。

　議事等の内容については、次のとおりです。

協 議 事 項　 協　議　事　項 　

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第１０号　相模原市・藤野町合併市町
村基本計画（素案）について（継続協議）

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　　基本計画（素案）については、
前回の合併協議会で基本目標や合
併シンボルプロジェクトなどにつ
いて、協議がされております。今
回、施策体系や財政計画なども加
えて計画全体の素案を提案し協議
が行われた結果、原案のとおり決
定されました。（※詳しくは３～
６面の素案概要をご覧ください。）

 主な意見

藤野町委員
　　財政計画における積算の条件設
定について、普通交付税や特別交
付税などは過去の実績値を使用し
て積算されているが、三位一体の
改革など国の動きを反映した額を
使用して積算すべきではないか。
事務局
　　今回、財政計画の作成にあたり、
国の三位一体改革による影響額に
ついては、今後の具体的な国の動

きなどが不透明な状況であること
から、現時点で想定できる税源移
譲等を考慮し、また、より実態に
合うよう現在の状況を踏まえた上
で推計を行っている。

藤野町委員
　　藤野町のような人口１万人規模
の地域自治区は、何名の職員が妥
当と考えるか。

事務局
　　藤野町における総合的な事務所
の人数については、これから検討
されることになるが、たとえば相
模湖町役場の職員数は合併により
１００数名が９０名程度になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第１７号　財産の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　藤野町の財産は、すべて相模原
市に引き継ぐ。なお、基金の取扱
いについては、その設立の趣旨に
配慮し調整する。

２　藤野町の各財産区が所有する財
産は、財産区有財産として相模原
市に引き継ぐ。

 主な意見

藤野町委員
　　財産区の財産は、貴重な財産で

ある。合併後も地域振興のために
活用されるのか。

財務部会
　　相模原市と合併する際、財産区
の財産はすべて財産区有財産とし
て相模原市に引き継ぐものであり、
合併後も現在藤野町で行っている
財産区の運営と変わりはない。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第１８号　行政連絡機構の取扱い
について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　行政連絡機構及び行政連絡業務
については、合併時は現行どおり
とし、合併後新市の一体性を確保
するために、３年を目途に見直し
を行う。ただし、行政連絡業務の
うち、広報紙の配布については、
自治会運営に支障のないよう配慮
し、合併時に相模原市の制度に統
合する。

２　自治会等への運営や活動に対す
る助成等は、当面、現行の支援制
度を基本とし、合併後、３年を目
途に見直しを行う。

 主な意見

藤野町委員
　　合併して規模が大きくなり、住
民の声が行政に届かないようでは
困るので、地域ごとに意見が述べ
られる場を作っていただきたい。

市民部会
　　現在、相模原市では広聴活動と
して、個別の広聴、集会の広聴、
あるいは調査広聴を行っており、
引き続き合併後の新市でも、住民
の意見等はこれらの広聴活動によ
り取り上げていく。

事務局
　　地域自治区の設置については今
後協議されるが、設置することに

なった場合には、地域自治区にお
ける地域協議会の役割として、広
報や広聴のあり方について検討し
ていく必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第１９号　町名・字名の取扱いに
ついて

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　相模原市の区域内の町（字）の
区域及び名称は、現行のとおりと
する。

２　藤野町の区域内の字の区域は、
原則として現行のとおりとする。

３　藤野町の区域内の字の名称は、
町の意向を尊重する。

 主な意見

藤野町委員
　　今後、地域自治区の設置につい
て協議されることとなるが、来年、
合併する津久井町及び相模湖町と
同様に地域自治区を設置し、仮に
地域自治区が廃止された場合、町
名・字名の取扱いはどのようにな
るのか。

市民部会
　　地域自治区の推移を見ながら、
町名・字名について決めていきた
い。

事務局
　　地域自治区が仮に廃止された場
合でも、その名称は残すことがで
きる。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２０号　土地利用の取扱いにつ
いて

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　土地利用の取扱い（都市計画区域
及び区域区分等）については、土地
利用の規制の急激な変化を避けるた
め、現行のまま新市に引き継ぎ、住
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民の意向を踏まえた中で、合併後の
新市において検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２１号　上下水道事業の取扱い
について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　水道事業
　藤野町の水道事業は、現行のまま
新市に引き継ぐ。
　なお、町営簡易水道事業、簡易水
道・小規模水道補助事業及び専用水
道町営化整備事業については、合併
後、それぞれの地区にふさわしい水
道事業のあり方について検討する。
２　下水道事業
（１）　公共下水道事業受益者負担金
制度については、合併時に相模原
市の制度に統合する。ただし、藤
野町の単位負担金額については、
合併後５年を目途に相模原市の制
度に統合する。

（２）　公共下水道事業受益者分担金
制度については、合併時に相模原
市の制度に統合する。ただし、藤
野町の単位分担金額については、
合併後５年を目途に相模原市の制
度に統合する。

（３）　公共下水道使用料については、
原則として合併時に相模原市の制
度に統合する。なお、新市におい
て改定時期及び減免規定の見直し
を行う。

（４）　藤野町の農業集落排水事業に
ついては、現行のまま新市に引き
継ぐ。なお、合併後、他の生活排
水処理施設整備事業（公共下水道
・合併処理浄化槽）との調整を図
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２２号　地方税の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　個人市町民税の均等割及び所得
割の税率については、現行のとお
りとし、普通徴収の納期について
は、相模原市の制度に統合する。
２　法人市町民税の均等割の税率に
ついては、現行のとおりとする。
　　法人税割の税率については、相
模原市の制度に統合する。ただし、
合併年度に限り、不均一課税を実
施する。
３　固定資産税の税率については、
現行のとおりとし、納期について
は、相模原市の制度に統合する。
４　軽自動車税の税率及び納期につ
いては、相模原市の制度に統合す
る。
５　事業所税については、相模原市
の制度を適用する。ただし、合併
年度及びこれに続く５年度に限り、
課税免除を実施する。
６　入湯税の税率については、現行
のとおりとし、課税免除について
は、相模原市の制度に統合する。

 主な意見

藤野町委員
　　現在、藤野町は都市計画法上非
線引きであるが、都市計画区域及
び区域区分等の取扱いについては、
現行のまま新市に引き継ぎ、住民

の意向を踏まえた中で、合併後の
新市において検討するとされてい
る。藤野町において、都市計画税
はずっと適用されないのか。

財務部会
　　現在、相模原市では都市計画税
が課税されているが、藤野町は都
市計画法上非線引きのため課税さ
れていない。今後、都市計画区域
をどうしていくのかと併せて、都
市計画税についても検討していく。

都市部会
　　平成２０年度に神奈川県が、線引
き（＝区域区分）の見直しを予定
しており、その方針が平成１８年度
に示されることとなっている。今
後、線引きをするかどうかも含め、
県の方針や住民の意見などを踏ま
えた中で、新市において検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２３号　国民健康保険事業の取
扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　国民健康保険事業の取扱いについ
ては、合併時に相模原市の制度に統
合する。ただし、国民健康保険診療
所管理運営事業は、現行のまま新市
に引き継ぐ。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２４号　介護保険事業の取扱い
について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　介護保険事業の取扱いについては、
合併時に相模原市の制度に統合する。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２５号　保健衛生事業の取扱い
について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　保健衛生事業の取扱いについては、
相模原市の制度に統合する。ただし、
一部の事務事業については、地域の
実情を考慮し、現行のまま新市に引
き継ぐ。

 主な意見

藤野町委員
　　食品衛生事業において、神奈川
県保健所では年２回の店舗検査が
実施されているが、合併後の監視
活動はどのようになるのか。

保健所部会
　　相模原市保健所は、毎年、年度
計画を策定し効率的に監視を行っ
ている。合併後の新市におきまし
ても、自主管理で協力をいただい
ている食品衛生協会と連携を図り
ながら、食品衛生管理に関する計
画を策定し監視活動につとめてい
く。

藤野町委員
　　合併した場合、例えば食品衛生
協会の会員が、相模原市に本部が
移ることなどから協会を脱退して
しまい、地域の活性化が図れなく
なるのではないか。

牛山アドバイザー
　　地域自治区の設置については今
後協議されるが、地域の活性化を
図っていくためにも、地域自治区
内に設置される総合事務所を中心

に住民の声を反映させるための仕
組みづくりが重要であり、各種団
体としても今後どのような仕組み
づくりをし、どのように行政へ参
画していくかなどを考えていくこ
とが重要となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２６号　補助金、交付金等の取
扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　補助金、交付金等の取扱いについ
ては、従来からの経緯、実情等に配
慮して次のとおり調整する。なお、
義務的補助金を除く全ての補助金、
交付金等について、合併後において
も補助効果等を踏まえて見直しを行
う。
１　同一又は同種の団体・事業等に
対する補助制度は、統合の方向で
調整する。

２　各市町独自の団体・事業等に対
する補助制度は、合理的な理由が
ある場合については、当面現行制
度を認めるが、市域全体の均衡を
保つように原則合併後３年以内を
目途に調整する。

 主な意見

藤野町委員
　　藤野町においては、地域特性な
どから行政と町民が一体となって
地域振興に取り組んでいるので、
地域振興団体である「ふじの里山
くらぶ」などへの補助金は、引き
続き補助願いたい。

報 告 事 項　 報　告　事　項 　

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１０号　各種事務事業の取扱い
について（Ｂ・Ｃランク）その２

　　　　　　　　　　　　　　　　
　第１回合併協議会で決定された「事
務事業一元化の基本方針」をもとに、
専門部会（財務部会、保健福祉部会、
市民部会、経済部会、環境保全部会、
都市部会、土木部会、管理部会、学
校教育部会、生涯学習部会）及び幹
事会で協議（報告）された７０７項目
の各種事務事業の取扱いについて報
告し、承認されました。

 主な意見

 Ｂランク
藤野町委員
　　現在、藤野町においては、町営
バスを運行しているが、合併後も
現行を下回らないよう検討願いた
い。

都市部会
　　今後、予定されている東京都市
圏のパーソントリップ調査等の結
果を踏まえて相模原市総合都市交
通計画の見直しを行い、その後、
相模原市バス交通対策基本計画を
改定する中で、具体的に検討する
ことになる。

 Ｃランク
藤野町委員
　　藤野町では、年４～５回程度雪
が降るが、町道の除雪は町で行っ
ている。合併後も地域性を考慮し

て、生活道路の除雪は実施する方
向で検討願いたい。

藤野町委員
　　廃校利用など、市民のニーズを
どのように把握するのか。

事務局
　市民のニーズを把握することも重
要であるが、情報を発信すること
も非常に重要である。合併したら
同じ相模原市になるので、市民全
体に対して情報提供していくこと
が重要と考える。

そそ のの 他他

（１）相模原市・藤野町合併市町村
基本計画（素案）の公表及び意見募
集要領（案）について
　相模原市・藤野町合併市町村基本
計画の作成にあたり、広く住民の意
見を反映させるために、素案の公表
及び意見募集（平成１７年１１月１日か
ら同年１１月３０日まで）を行うことが
決まりました。（※詳しくは、７面
の意見募集のお知らせをご覧くださ
い。）
（２）藤野町の独自の条例について
　第３回合併協議会において協議さ
れた「協議第１３号　条例、規則等の
取扱いについて」（原案のとおり決
定済）の中で、委員から質問のあっ
た藤野町独自の条例件数について、
「藤野町営バス設置条例」、「藤野
やまなみ温泉の設置及び管理に関す
る条例」、「藤野町給水条例」など
合計で２８本となっている旨の報告が
ありました。
（３）今後の協議会開催日程（案）
について
　第５回相模原市・藤野町合併協議
会は、１１月７日（月）午後２時から、
相模原市のけやき会館において開催
することが決まりました。（※詳し
くは、８面の会議開催のお知らせを
ご覧ください。）

アドバイザーからの一言
牛山アドバイザー
　三位一体改革の進み具合など、な
かなか確定しない状況にあるが、こ
れらがすべて確定しないと議論がで
きないということでは協議も進まな
いので、現在、置かれている状況の
中で、議論をしていくことになる。
　地域自治区と都市内分権について
は、本日も質問が出されたが、地方
分権の時代において、公共サービス
を住民と行政が担うことや地域の自
己決定を住民の皆さんと行政が一緒
に行っていくことなどを、この合併
協議の中でも議論していかなければ
ならない。特に編入となる規模の小
さな自治体の地域について、きちん
と住民の意見反映ができるようにし
ていくことや、住民に不都合が生じ
ないようにという視点から議論が進
められて、大きな方向性が定められ
ていくものと考える。
　これらについて、今後は、議会と
の関係や市民自治との関係など難し
い問題を解決し、制度設計を進めて
いく中で、方向性を確定する議論が
行われると考える。



相模原市・藤野町合併市町村基本計画（素案）＝概 要＝
　本計画は、この２つのビジョンを参考として作成しました。

　（５）住民意見の反映
　計画作成にあたっては、住民の意見を反映させるため、案の段階から広く住民の意
見を聴取し、これを考慮した上で決定しました。

１　位置と地勢

　新市は神奈川県の北西部、東京都心から概ね３０～６０㎞に位置しており、相模原地域
（合併前の相模原市）と城山町を挟んで津久井地域（合併前の津久井町、相模湖町、
藤野町）からなり、北部は東京都、西部は山梨県と接しています。
　相模原地域は、相模川に沿った３つのなだらかな階段状の河岸段丘からなり、これ
らの段丘の間には斜面緑地が連なって、市街地の貴重な緑地としてみどりの骨格を形
成しています。
　津久井地域は、県民の水がめである
相模湖、津久井湖、奥相模湖、宮ヶ瀬
湖を抱えており、その周囲や相模川、
道志川、串川の流域に広がる緩やかな
丘陵地には、自然と共生するみどり豊
かな街並みが形成されています。

２　面積

　新市の面積は３０８．９４㎞2で、神奈川県の総面積（２，４１５．６８㎞2）に占める割合は約
１２．８％となります。

３　人口・世帯

　（１）人口動向

　（２）世帯数の推移

　（３）年齢別人口構成

　相模原市と藤野町が合併した場合の、新市の円滑な運営と均衡ある発展に資する合併市町村基本計画の素案について、住民の皆様のご意
見を募集します。この計画は、新市のまちづくりを効果的かつ総合的に推進するための基本方針と、それに基づく事業や財政計画について
定めるもので、第４回相模原市 ･藤野町合併協議会において素案として承認されました。今後住民の皆様からいただいたご意見や、神奈川
県との事前協議の結果を参考に、再度合併協議会において協議され、決定されることとなります。なお、平成１８年３月２０日に相模原市、津
久井町及び相模湖町が合併することが決定しているため、計画の区域には２町を含むこととしています。
　意見の提出方法などについては、７面をご覧ください。

１　合併の背景と必要性

　（１）総合的・効果的な施策の展開
　地方分権の時代を迎え、国や県が市や町の仕事の細部にわたって指示する時代は終
わりました。質の高い行政サービスを提供するため、市や町はそれぞれの地域の課題
に対して、自らの考えと力で解決しなければならなくなっています。
　中核市である相模原市は、保健所業務や社会福祉施設の設置許可など ､政令指定都
市に次ぐ権限をもって、事務事業を総合的かつ効率的に行っています。
　藤野町では ､相模原市との合併により ､これまで県が行っていた業務のうち中核市
業務は、新市が直接行うことになりますので、総合的に施策を展開することができま
す。このように、基礎自治体として権限と責任を持って行政を進めていくことが、地
方分権の時代に相応しい自立都市の構築につながります。
　また、合併により基礎自治体としての規模が大きくなることから、地域住民が主体
となって地域の課題を解決する、いわゆる都市内分権がさらに求められます。この合
併を契機として、個性あるまちづくりを実現する都市内分権が促進され、住民自治の
充実が期待されます。

　（２）効率的な行財政運営の推進
　藤野町では、生産年齢人口と年少人口が共に減少しており、相模原市においても年
少人口は減少、生産年齢人口はほぼ横ばいという傾向を示しています。その一方で、
両市町とも老年人口は増加の一途をたどっています。また、神奈川県では２００９年をピ
ークに人口が減少に転じると推計するなど、急激な速さで少子高齢化が進んでいます。
　税金などを負担する住民が減る一方で、保健・医療・福祉などのサービスを必要と
する人が増えることになるので、少子高齢化は将来の財政運営に深刻な影響を与える
と考えられます。
　一方、国の財政状況や三位一体改革は ､地方にも大きな影響を及ぼしており ､国庫
補助金や普通交付税などは先行き不透明であり、一層の行政改革が必要です。
　合併によりスケールメリットを生み出し、人件費の削減をはじめとした、行政運営
の効率化がさらに求められています。

　（３）生活圏の拡大と広域連携
　自動車の普及や道路網、鉄道網の整備による交通手段の発達、インターネットや携
帯電話の普及による情報通信手段の発達、経済活動の活発化などに伴い、通勤・通学
や買い物、医療など住民の日常生活の行動範囲は現在の市町村や都道府県の区域を越
えてますます広がっています。
　相模原市と藤野町は、津久井広域道路の整備促進に取り組むとともに ､図書施設の
相互利用、広報紙の相互掲載、消費生活相談センターにおける広域的な相談業務を行
うほか、津久井郡の一般ごみの一部について、相模原市で焼却するなどの広域連携を
行っています。しかしながら、より効率的な行政運営のため ､合併を検討する必要が
生じています。

２　計画作成の方針

　（１）計画の趣旨等
　合併市町村基本計画は、「市町村の合併の特例等に関する法律」第６条に基づく法
定計画として合併協議会が策定するものであり、相模原市と藤野町が合併した後の新
市のまちづくりを総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定め、これに基づい
た事業を推進することにより、新市の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に寄与する
とともに、市民福祉の一層の向上を図るため策定します。
　なお、平成１８年３月２０日に津久井町及び相模湖町の区域を廃し、その区域を相模原
市に編入することが決定していることから、本計画の区域には津久井町及び相模湖町
を含むこととします。

　（２）計画の構成
　本計画は、新市の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針、基本
方針に基づく具体的な施策、財政計画などを中心として構成します。

　（３）計画の期間
　計画の期間は、平成１９年度から平成２７年度までの９年間とします。

３　作成にあたっての基本的な視点

　（１）地域全体の将来像の考慮
　津久井郡４町は、広域行政組合を組織してごみ処理や消防業務を共同で行うなど、
地理的、歴史的に一体感が強く、相模原市と津久井郡４町も図書施設の相互利用や広
報紙の相互掲載などの広域的な連携を行っています。また、相模原市と藤野町の間に
位置する津久井町及び相模湖町は相模原市と合併することが決定しており、城山町は
相模原市と法定合併協議会を設置しています。
　こうした経緯を踏まえて、本計画は相模原市に編入される津久井町及び相模湖町だ
けでなく、城山町を含めた１市４町を一体の地域として捉え、地域全体の将来像や、
まちづくりのあり方を考慮した上で作成しました。

　（２）各市町の地域資源の活用とまちづくりの継承
　各市町の持つ地域資源を活用し、それぞれが取り組んできたまちづくりを基本的に
継承するという考え方に立ち、各市町の総合計画を反映し作成しました。

　（３）相模原市・津久井町・相模湖町新市まちづくり計画との整合
　相模原市、津久井町及び相模湖町の合併に係る新市まちづくり計画（新市建設計画）
との整合を図りました。

　（４）「まちづくりの将来ビジョン」の反映
　相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町の１市３町は、平成１６年４月に任意の合
併協議会を設置し、合併した場合のまちづくりの方向性等を「相模原 ･津久井地域ま
ちづくりの将来ビジョン」としてまとめましたが、藤野町においてもこのビジョンを
基本として、１市４町が合併した場合の藤野町地域のまちづくりを「ふじの　まちづ
くり将来ビジョン」としてまとめています。

 第 1章　序　論

 第２章　新市の概況

新　市旧藤野町旧相模湖町旧津久井町旧相模原市区　分
３０８．９４６４．９１３１．５９１２２．０４９０．４０面積（㎞2）

資料：県勢要覧〔平成１６年度版〕神奈川県企画部統計課
（相模原市の面積は行政界変更に伴い修正しています）

人口統計国 勢 調 査 人 口
区　分

平成１７年平成１２年平成７年平成２年昭和６０年昭和５５年
６７３，６０６６５８，１１４６２３，７８１５８０，９０１５２７，２６９４７８，５２３人　口
－５．５％７．４％１０．２％１０．２％－伸び率

資料：国勢調査、神奈川県人口統計調査（４月１日現在）

人口統計国 勢 調 査 世 帯
区　分

平成１７年平成１２年平成７年平成２年昭和６０年昭和５５年
２７２，２６３２５４，５３２２２８，３４８２０１，４５８１６８，１９１１４２，１９９世帯数
－１１．５％１３．３％１９．８％１８．３％－伸び率

資料：国勢調査、神奈川県人口統計調査（４月１日現在）

平成１７年　年齢別人口割合平成１７年　年齢別人口（人）
６５歳以上１５～６４歳０～１４歳６５歳以上１５～６４歳０～１４歳
１４．２％７１．６％１４．２％９６，０８８４８２，５７８９５，５２６

（年齢不詳は含めていない）
資料：神奈川県人口統計調査（１月１日現在）

 第３章　将来人口の見通し

■　将来人口の推計：単位（人）
平成２７年
（２０１５年）

平成２２年
（２０１０年）

平成１７年
（２００５年）区　　分

６９４，４６６６８７，７９７６７４，２４２総 人 口

 ８８，６６１（１２．８％） ９３，６１９（１３．６％） ９５，５２６（１４．２％）年少人口（０～１４歳）年
齢
階
層
別

４４８，３２８（６４．５％）４６６，１９４（６７．８％）４８２，５７８（７１．６％）生産年齢人口（１５～６４歳）

１５７，４７７（２２．７％）１２７，９８４（１８．６％） ９６，０８８（１４．２％）老年人口（６５歳以上）

（注）平成２２年、２７年はコーホート要因法により推計（１月１日現在）
平成１７年人口は年齢不詳を含むため年齢別人口の合計と総人口は一致しない
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■　人口の推移



１　新市の将来像

　新市は首都東京から約３０～６０㎞に位置することから、東部では急速な都市化が進み、
首都圏における広域的な役割を担う拠点都市として発展してきました。一方、西部は
相模湖、津久井湖、奥相模湖、宮ヶ瀬湖などにより神奈川県の重要な水源地域となっ
ており、丹沢大山国定公園や県立自然公園に指定されるなど豊かな自然環境を有して
います。今後は、さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備により、広域的な交流拠点
としての更なる発展の可能性が高まっていることから、東部においては様々な交流・
活動の場となる中心市街地の活性化を図るとともに新しい拠点づくりに努め、西部に
おいては地域特性を生かした観光や芸術などを通じてやすらぎと憩いの場を提供して
いくことが必要です。
　このため、広域交流拠点としての機能の充実を図りつつ、水源地域を保全・活用し、
豊かな自然環境と共生した都市基盤の整備や産業の振興を推進することにより、自然
と産業が共存する活力ある地域として更に自立した都市づくりを進めるとともに、住
民一人ひとりが主体となり、将来にわたって安心して質の高い市民生活を実現できる
まちづくりを目指します。

２　まちづくりの考え方

　地方分権時代にふさわしい新市を創っていくためには、合併による行政区域の拡大
に伴い、地域に根ざしたきめ細かなまちづくりを進めることが今まで以上に必要にな
りますが、都市を経営するという視点に立って、協働と分権によるまちづくりを進め
るとともに、効率的・効果的な行財政運営を推進することが不可欠です。
　このため、市民一人ひとりが主体的にまちづくりに関わることによって、地域コミ
ュニティやまちづくりを担う多様な主体の活性化を図り、都市内分権を進めることが
重要です。また、市政の計画・実施・評価のすべての段階における市民参加を促進し、
市民のニーズが的確に反映された、市民の満足度を高める施策の展開が求められます。
さらに、民間活力の積極的な導入やＩＴ化の推進、事務事業や組織体制の見直しなど、
最少の経費で最大効果のサービスを提供していく必要があります。

　（１）協働と分権
　市民一人ひとりが支え育て合う自立した社会を創り、誰もが住みよい地域社会の形
成を目指すため、協働と分権の視点に立ったまちづくりを進めます。このため、広報
・広聴活動の充実に努め、男女共同参画の理念を踏まえて、市民の市政への参画機会
を拡充するとともに、都市内分権を推進します。

　（２）効率的な行財政運営
　市民一人ひとりが納得しうる質の高い市政運営を行うために、効率的・効果的な行
財政運営、職員の資質の向上、情報公開の推進、近隣市町村との連携などに努めます。

　都市の健全な発展と市民生活の利便性や快適性の向上、そして人、自然、産業、文
化など様々な交流の架け橋という観点から、骨格となる交通網の強化と質の高い都市
基盤の整備が重要となります。
　このため、さがみ縦貫道路、津久井広域道路等の早期整備を図るとともに、鉄道輸
送・バスネットワークの強化、新しい交通システムの導入等に取り組むことにより、
高齢化や日常生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共交通網の確立を目
指します。さらに、増え続ける自動車交通などを円滑に処理していくため、ＴＤＭ（交
通需要マネジメント）施策の推進に取り組み、交通渋滞の解消に努めます。
　また、新市の核としての中心市街地や多様な拠点の形成に向けた基盤整備を図ると
ともに、水源地域の保全と生活環境の向上のための上下水道の整備や、高度情報化に
対応する情報基盤の整備、公園等市民の憩いの場となる空間の整備、美しい都市景観
の形成等を進め、快適で魅力ある居住環境の創造を目指します。

　新市の西部は広大な森林や清流、湖などみどり豊かな自然環境に恵まれており、神
奈川県の重要な水源地域となっています。また、自然と都市の融合や自然と人との共
生をまちづくりの基本に、日常的に暮らしの中で自然を身近に感じられるようにする
ことにより、人々の自然に対する意識をより深いものとすることが求められています。
　このため、水源涵養、治水、保健休養等の森林の有する公益的な機能に配慮した保
全方策を推進するとともに、自然環境に対する意識を啓発し、河川、湖の水質の向上
を図るなど、水源地域の総合的な環境の向上を目指します。
　また、市街地周辺においても里山、谷戸が残っているほか、相模川などの水辺や斜
面林がみどりの軸を形成しており、市街地に残された貴重な平地林である木もれびの
森や都市公園、緑地としての農地などと良好なみどりを形成することにより、都市内
部でも自然を感じられるうるおいと風格のあるまちづくりを目指します。
　さらに、限られた資源を大切にする循環型社会の形成を目指すとともに、廃棄物の
適正処理を目的とした施設整備を行うなど、環境に配慮した取組みを進めます。

　新市の活力ある発展とゆとりある豊かな市民生活の実現には、多様な産業の振興と
計画的な土地利用の推進が重要となります。
　このため、新たな産業の誘致や大学・研究機関、インキュベーション施設と連携し
た工業振興に取り組むとともに、生活の核となる個性的・魅力的な商店街の形成を図
ります。

　新市の各地域の歴史・文化などをはじめとする特性を観光資源として捉え、積極的
な情報発信に努め、観光の振興を図ります。特に、水源地域では、水辺環境や貴重な
動植物が生息する豊かな自然環境を保全しながら農林業の振興を図るとともに、文化
・芸術などの地域特性を活かした観光振興などにより、都市住民が自然とふれあう場
を提供します。
　また、さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を進め
るとともに、市街地の高度利用や農業・森林地域での適切な土地利用など、地域の状
況に応じた土地利用を図り、良好な居住環境の保全及び創造と秩序ある都市の発展を
目指します。

　活き活きとした安全・安心な市民生活を実現するためには、心豊かな人づくりや人
にやさしいユニバーサルなまちづくりが重要となります。
　このため、教育環境を充実し、地域固有の自然や歴史、文化などの資源を活用した
体験学習や郷土学習を通じてふるさと意識の醸成に努め、人間性豊かな教育の実現を
目指します。同時に、市民の自己実現の場としての文化、芸術活動の促進などにより、
生きがいや心の豊かさが実感できるとともに、医療機関や福祉施設と家庭、地域とが
連携した保健 ･医療 ･福祉体制を確立することにより、だれもが安心して生活できる
地域社会の形成を目指します。
　また、市街地から山間部まで、その地域特性に応じた防災 ･防犯対策を進め、市民
が安全に安心して生活できるまちづくりを目指します。

　新市の生活や経済の活性化を支え、広域的
な交流や情報発信を進めるためのインフラと
して、幹線道路の早期実現を図るほか、鉄道
網の充実に向けて津久井地域への鉄道の延伸
を促進し、新しい交通システムの導入を検討
します。これにより、交通の利便性、快適性
の向上を推進し、新市の一体化を図ります。

【主な事業】

　骨格幹線道路の整備（さがみ縦貫道路、津久井広域道路　など）
　バスネットワークの充実
　新しい交通システムの導入検討

　水源地域の山、川、湖などの優れた自
然や地域固有の歴史、風土を守るととも
に、人と自然が共生し文化、芸術などと
親しめる環境を活用し市民のオアシスと
なる空間を創出します。また、都市部に
おいても、市民の憩いの場となる魅力あ
る快適空間の創出に取り組みます。

【主な事業】

　自然に親しむ空間整備事業
　（森林ミュージアム・オートキャンプ場・
　ハイキングコースの整備、グリーンツ
　ーリズムの促進　など）
　伝統文化の保存活用（フィールド・ミュージアム　など）

　新市は、まち（都市部）と水源や森林な
ど豊かな自然を併せ持つことから、その特
色を生かして観光や産業の振興を図るため、
多様なイベントを有機的に連携させ、観光
拠点の整備を進めるとともに、特産品を生
かした地場産業の振興を図ります。
　また、豊かな自然環境や、交通の利便性
など首都圏における立地特性等を活かして、
骨格幹線道路の整備に伴う周辺土地利用の
活性化を図り、企業誘致を進めるなど、産
業創生に取り組みます。

【主な事業】

　新たな産業の創出事業（企業立地基盤の整備と誘致、産学連携　など）
　産業と観光が連携した魅力ある観光地づくり（観光拠点整備推進事業　など）

　豊かな人間性を育む環境づくりを進
めます。子どもから大人まで、あらゆ
る人が生涯にわたって学習することが
できる機会を提供することにより、生
涯現役時代にふさわしい“生涯学習都
市”を目指します。

【主な事業】

　生涯学習キャンパスの展開
　（（仮称）市民・大学交流センターの
　整備など）
　生涯学習の新しいネットワークの構築
　（図書館、博物館、公民館、大学など
　のネットワーク化）

 第４章　まちづくりの基本方針

 第５章　基本目標
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　全ての市民が豊かに暮らせるよう、
安全・安心なまちづくりを進めます。
このため、保健、医療、福祉の充実を
図ります。また、地域コミュニティの
強化を図り、住民自らが地域を守るシ
ステムを形成します。

【主な事業】

　総合的な保健・医療・福祉施策の推進
　（（仮称）北地区保健福祉センターの
　整備、特別養護老人ホーム等の整備
　促進　など）
　防災、消防対策の強化
　（地域防災活動の支援、消防施設の整備、防災無線整備　など）
　安全・安心なまちづくりの推進
　（安全・安心まちづくり推進体制の構築、地域防犯活動の支援　など）

　都市内分権（分権型社会）を実現
し、市民や民間団体、企業など地域
社会を構成する様々な主体の協働に
よる、自主的、自律的なまちづくり
を目指します。

【主な事業】

　市民主体の協働によるまちづくり
　の推進
　（さがみはらパートナーシップ推進
　指針・都市内分権の推進、コミュ
　ニティ活動への支援　など）

（１）人、自然、産業、文化…新しい都市の交流と発展を支える　質の高い交通・都
市基盤をめざす　＜基本目標　Ⅰ＞
①交通
　さがみ縦貫道路、津久井広域道路等の骨格幹線道路網の早期整備を図るとともに、
鉄道輸送、バスネットワークの充実、新しい交通システムの導入等に取り組むことに
より、高齢化や日常生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共交通網の確
立を目指します。さらに、ＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策の推進により、交通
渋滞の解消に努めます。
　また、新市内の連携を強化し、多様で活発な交流による発展を促すための骨格的な
交通網の整備を進めるとともに、自然と調和した人に優しく利便性の高い道づくりに
努めます。
骨格幹線道路網の整備
　● 広域幹線道路の整備促進（さがみ縦貫道路、津久井広域道路　など）
　● 国道、県道の整備促進（国道１６号、国道２０号、県道４６号（相模原茅ヶ崎）　など）
　● 幹線道路の整備（（都）相原大沢線　など）
　● （仮称）下九沢大島線の具体化
　● （都）宮下横山台線延伸の具体化に向けた検討
　● 中央自動車道の整備促進（６車線化、相模湖東出口（オフランプ）の改良促進）
公共交通網の充実
　● 広域交通ネットワークの整備（リニア中央新幹線の建設促進及び駅の誘致　など）
　● 鉄道網の充実（小田急多摩線及び京王相模原線の延伸の促進　など）
　● 藤野駅周辺交通施設整備　　　
　● ＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策の推進事業
　● 交通バリアフリー基本構想の推進　　● バスのネットワークの充実
　● 乗合バス路線維持事業　　　　　　　● バス利用促進事業の推進
　● バスターミナル整備事業　　　　　　● コミュニティバスの導入検討事業
駐車場対策
　● 公共駐車場整備事業（小田急相模原駅北口地区）
　● 自転車駐車場整備事業（南橋本駅）　　　　● 放置自転車等対策の強化
　● 民間自転車駐車場の整備促進（小田急相模原駅北口地区）

新しい交通システムの導入検討
　● 新しい交通システムの導入検討事業
人にやさしい道づくり
　● 歩行者専用デッキ等の整備　　　　　● 交通安全施設整備事業
②都市基盤
　産業・情報基盤の整備、美しい都市景観の形成、公園整備等を進めるとともに、水
源地域の水環境の保全や生活環境の向上に向けた上下水道の整備等を進め、快適で魅
力ある居住環境の創造を目指します。また、活力ある市街地と水源地域の豊かな自然
とが共存する新市においては、自然環境や文化と調和した質の高い都市基盤整備を進
め、将来にわたって市民が真に豊かな生活を享受することができるまちづくりに取り
組みます。
上水道の整備推進
　● 簡易水道などの公営化推進

下水道の整備推進
　● 公共下水道整備事業
都市緑化と公園整備の推進
　● 公園整備事業（相模原麻溝公園　など）
　● 民有地緑化の促進（屋上緑化等助成　など）　　　● 緑道ネットワーク化事業
良好な住まいづくりの推進
　● 住環境保全 ･形成支援事業　　　　　● 地区計画や建築協定等の促進
　● 街づくり活動推進条例の推進

美しい都市景観の形成
　● 都市景観形成基本計画の推進（景観計画の策定）
　● 屋外広告物等の規制、誘導
　● 優良建築物等整備事業（橋本６丁目Ｄ地区）
高度情報化基盤の整備推進
　● 情報基盤の整備
住宅対策
　● 市営住宅の整備（田名塩田団地　など）　　　　　● 市営住宅の改善

（２）自然の豊かさを日常的に感じるまちをめざす　＜基本目標　Ⅱ＞

①自然・環境
　津久井地域は森林と清流と湖に恵まれた広大で豊かな自然を有しており、神奈川県
の水源地域としても重要な役割を担っています。そのため、森林の持つ価値を再評価
し、市民生活や地域文化、経済活動等を支える貴重な財産であると同時に資源として、
水源地域の自然の保全と活用に努めるとともに、市街地やその周辺に残る貴重な水辺
や緑の保全に取り組み、自然と共存する地域づくりに取り組みます。
　また、限られた資源を大切にする循環型社会の形成を目指すとともに、廃棄物の適
正処理を目的とした、南清掃工場の建替え整備などを進めます。
自然環境の保全、創造、活用
　● 木もれびの森づくり事業　　　　　　● 境川沿い緑地の保全
　● 清流とホタルの里づくりの促進

水源地域の保全
　● 水源の森林の保全　　　　　　　　　● 合併処理浄化槽の設置促進
河川環境の向上
　● 準用河川改修事業（鳩川　など）　　● 都市基盤河川改修事業（道保川）
　● ビオトープの創出

湖環境の向上
　● 湖の水質改善

環境保全活動の推進
　● 環境情報システムの活用　　　　　　● 環境パートナーシップの推進
廃棄物対策の推進
　● 一般廃棄物処理施設整備の推進（清掃工場、し尿処理施設　など）
　● ごみの減量化・資源化施策の推進（新たな分別回収品目の追加　など）　　
　● 廃棄物不法投棄防止対策の推進

（３）地域経済を支えるために生活・自然環境と調和し、地域特性を活かした産業創
生をめざす　＜基本目標　Ⅲ＞
①産業
　首都圏近郊にあり、豊かな自然環境を有するという立地特性と、高度な技術力を活
かし、新たな産業の創出や企業誘致等を図るとともに雇用機会の増大を目指します。
　また、地域特性を活かした産業を振興するとともに、市内での生活の核となる商店
街、商業施設等の活性化や農林業の担い手育成、観光、商業との連携により個性的で
多様な産業の振興を図ります。
活力ある産業の振興
　● 総合的な産業振興施策の推進（産業振興ビジョン推進事業　など）
　● 新たな成長産業の創造（産学連携支援事業　など）
　● 産業支援基盤の整備（インキュベータの整備）
　● 総合的な物流施策方針の検討
　● 津久井リサーチ・インテリジェントパークエリア整備事業

中小企業の育成
　● 経営安定化と経営革新の支援（中小企業振興資金などの各種融資の実施　など）

工業の振興
　● 人材、技術など経営資源の強化支援（共同研究開発支援事業等）
　● 企業立地の促進及び工業用地の保全と創出（産業集積促進事業の推進）

農林業の振興
　● 新都市農業推進事業（アグリセンター事業などの拠点事業　など）
　● 農業経営基盤強化推進事業（認定農業者育成事業　など）
　● 環境保全型農業推進事業　　　　　　● 農林業後継者・担い手確保対策事業
　● 地場農産物ブランド化促進事業

商業の活性化
　● 特色ある商業地の形成（中心商業地・地区中心商業地形成事業の推進　など）
　● にぎわいのある商店街づくりの支援（商店街活性化の促進　など）
　● 高感度な商業・サービス業の集積（魅力ある個店づくりの支援　など）

雇用対策の推進と勤労者福祉の充実
　● 無料職業紹介事業
　● 勤労者福祉施策の充実（あじさいメイツの事業支援　など）

②観光
　津久井地域の四季折々の雄大な景観を育む森林や相模湖、津久井湖、奥相模湖、宮
ヶ瀬湖などの自然資源を活かした観光産業の育成、文化、芸術などの地域特性を活か
した観光の振興を図るとともに、都市固有の景観やそこで繰り広げられるイベント、
体験などの都市型観光を推進します。さらに観光拠点の連携を強化し、グリーンツー
リズムなど自然体験や交流を通じて多様な余暇ニーズに応えることができる、やすら
ぎと賑わいのある観光地づくりを進めます。
観光の振興
　● 商・工・農業と連携した観光産業の推進
　● 観光拠点の整備とネットワーク化の推進　　　　● 観光振興計画の推進
　● 観光マイスター、観光ボランティアの育成・支援
　● ＩＴを活用した都市型観光情報の受発信
　● ＦＣ（フィルムコミッション）推進事業　　　　● 森林ミュージアム推進事業
自然を活かしたレクリエーションの振興
　● 水源地域交流の里づくり事業　　　　● ふるさとの森整備事業
　● 三井親水公園整備事業　　　　　　　● ハイキングコース整備事業
　● グリーンツーリズム推進事業　　　　● 民間レクリエーション事業への支援検討

③土地利用
　さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を進めるとと
もに、中心市街地での高度利用や、新市全体での効率的かつ秩序ある土地利用などに
より、良好な居住環境の創造と新たな産業立地も進め、特色ある地域の発展を目指し
ます。
計画的で秩序ある土地利用の推進
　● 土地区画整理事業（麻溝台 ･新磯野地区、当麻地区、東金原地区）
　● キャンプ淵野辺留保地の利用計画の検討
　● インダストリアルフォレスト計画の推進

特色のある地域づくり
　● 都市再生緊急整備地域（橋本駅周辺地区）の整備促進

中心市街地の整備
　● 市街地再開発事業（相模大野駅西側地区、小田急相模原駅北口地区）

米軍基地対策の推進
　● 相模総合補給廠、キャンプ座間、相模原住宅地区の全面返還の推進
　● 一部返還、共同使用の推進

（４）心の豊かさを育み、安心して活き活きとした市民生活の実現をめざす　　　
＜基本目標　Ⅳ＞

①教育・文化
　豊かな人間性を育むために、ライフステージに応じた教育・学習機会の充実、支援
や学習・文化・スポーツ施設の整備、活用を図るとともに、スポーツ・レクリエーシ
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ョンの振興に努めます。また、伝統的行事の継承や文化財などの保護・活用や、芸術
活動の促進などによる市民の自己実現の場の充実に努めるなど、個性ある生涯学習都
市を目指します。
幼児教育の充実及び多様化
　● 幼稚園就園の支援　　　　　　　　　● 私立幼稚園預かり保育の支援
　● 私立幼稚園運営の支援

学校教育の充実及び多様化
　● 少人数指導等支援事業　　　　　　　● 外国人英語指導助手派遣事業
　● 学校の情報化推進事業
　● 特色ある学校教育の推進（国際教育、藤野地域の教育特区　など）
　● 教育相談の充実（いじめ、不登校　など）
学校教育環境の整備
　● 小中学校施設整備事業　　　　　　　● 屋内運動場の整備 ･改修事業
　● 学校給食施設設備整備事業　　　　　● 藤野地域の小学校統廃合事業
生涯学習の推進
　● （仮称）市民・大学交流センター整備事業　　● （仮称）南生涯学習センター整備事業
青少年の健全育成
　● 青少年健全育成環境づくり事業

スポーツ・レクリエーションの振興
　● 地域スポーツクラブの育成支援
　● 競技場、スポーツ広場の整備（相模原麻溝公園競技場　など）
　● 中央総合体育館の整備計画の推進
　● 武道館の整備検討　　　　　　　　　● 夜間照明設備設置の推進
文化施設の整備及び活用
　● 図書館建設事業　　　　　　　　　　● （仮称）南市民ギャラリー整備事業
　● フォトギャラリーの設置検討　　　　● 合唱の里づくり事業
伝統的行事、文化財の保護及び活用
　● 遺跡公園整備事業（田名向原遺跡、勝坂遺跡）　　　　● 小原宿本陣整備事業
　● 遺跡保存事業（津久井城遺跡、寸沢嵐遺跡　など）

国際交流の推進
　● 国際交流推進事業　　　　　　　　　● 中学生海外派遣事業
男女共同参画の推進
　● 男女共同参画推進センター運営事業
　● ドメスティック・バイオレンス防止対策事業
地域住民の連帯強化、地域振興
　● 合併市町村振興基金の積立　　　　　● 地域再生プログラム事業
芸術文化の推進
　● フィールドミュージアムの推進　　　● ふるさと芸術村構想の推進
②保健・医療・福祉
　家庭を取り巻く環境が大きく変化している中、市民誰もが安心して幸せな生活をお
くることができるよう、健康づくりや健やかな子育て環境づくりに努めるとともに、
高齢者や障害者の生活支援と社会参加に対して、生きがいと思いやりを持って助け合
う地域社会の形成に取り組みます。
医療体制の充実
　● 医療費適正化対策の推進　　　　　　● 小児医療費助成事業
子育て環境づくりの充実
　● こどもセンター建設事業　　　　　　● 児童クラブ整備事業
　● 待機児童の解消（保育所の施設整備）　　　　● 認可外保育施設支援事業
　● 児童虐待予防・防止体制の整備　　　● 母子家庭等自立・生活支援事業

高齢者福祉の充実
　● ふれあいセンター整備事業　　　　　● 地域包括支援センター運営事業
　● 特別養護老人ホーム、老人保健施設等の整備促進　　　　● 高齢者大学運営事業
障害者福祉の充実
　● 相談・支援体制の充実　　　　　　　● 地域生活・自立生活支援施策の充実
　● 障害福祉施設、地域作業所等への支援

地域福祉の充実
　● 地域福祉推進事業　　　　　　　　　● （仮称）北地区保健福祉センターの整備
　● ボランティア活動促進事業

援護を要する人の福祉の充実
　● 要援護者への自立支援事業
保健・衛生の充実
　● 健康づくりの充実（市民健康づくり運動推進事業、健康増進事業）
　● （仮称）北地区保健福祉センターの整備（再掲）
③安全・安心
　市街地から山間部に至るまでの災害等に対する基盤整備や、消防、救急救助体制な
ど、ハード、ソフト両面の防災対策を推進し、市民の生命と財産を守ります。また、
公害防止対策や地域社会の変容に伴う防犯対策などを進め、市民が安心して生活でき
るまちづくりを目指します
防災対策の推進
　● 防災行政用同報無線整備事業　　　　● デジタル地域防災無線の整備事業
　● 既存建築物総合防災対策推進事業　　● 防災備蓄倉庫・資機材整備事業
　● 飲料水兼用貯水槽設置事業　　　　　● 非常用発電設備整備事業
　● 防災工事（底沢線、阿津増原線）

治山・治水対策の推進
　● 準用河川改修事業（鳩川　など）
　● 都市基盤河川改修事業（１級河川鳩川、道保川）
　● 公共下水道（雨水）の整備
消防体制の整備推進
　● 消防庁舎建設事業　　　　　　　　　● １１９番受信・指令システム整備事業
　● デジタル消防・救急無線の整備事業　　　　● 消防車両購入事業
　● 消防水利整備事業　　　　　　　　　● 救急高度化推進事業

防犯対策、交通安全対策の推進
　● 安全・安心まちづくり情報の提供事業
　● 地域防犯活動支援事業（地域防犯リーダーの育成　など）
安全な消費生活の確立
　● 消費生活センターの整備事業　　　　● 消費生活相談事業

　公共施設の整備統合については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう利便性な
どにも十分配慮し、地域全体のバランスや地域の特性、さらには財政状況を考慮しな
がら検討し、整備を進めていくことを基本とします。
　なお、合併に伴い、旧役場庁舎は総合的な事務所として活用し、適切な職員配置や
電算処理システムのネットワーク化など、必要な機能の整備を図ることで、住民サー
ビスの低下を招かないように十分配慮するものとします。

　神奈川県は、藤野町の区域が合併に伴い中核市となることによる事務移管が円滑に
行われるよう協力するとともに、必要に応じて財政的・人的支援を行います。
　また、新市のまちづくりが着実に進むよう、新市の円滑な運営と均衡ある発展に資
する県事業の着実な実施を図るとともに、必要に応じて財政的な支援措置を講じます。
　

　１　基礎となる数値と考え方
○基本的に各市町の平成１６年度一般会計の決算額を使用し、過去の決算額の推移を基
に歳入、歳出を見込むこととします。

○新市の人口推計を基に、税収などを見込むこととします。

　２　積算の方法（条件設定）
（１）歳　入
①市税
　○個人市民税：将来の生産年齢人口（１５～６４歳人口）の増減により推計します。
　○法人市民税：実績の増減率により推計します。
　○固定資産税：実績の増減率により推計します。
　○事業所税：実績の増減率により推計します。
　○都市計画税：実績の増減率により推計します。
　○軽自動車税：人口の増減により推計します。
　○市たばこ税：実績の増減率により推計します。
　上記のほか、税源移譲等による市税の増について見込みます。
②地方譲与税・交付金
　将来人口の増減や実績の増減率により推計します。
③地方交付税
○普通交付税は、平成１６年度の実績値が継続するものと仮定します。合併算定替
を適用し、合併補正（４ヵ年で１．５２億円）を加算するとともに、合併特例債償
還金相当額の７０％を見込みます。
○特別交付税は、平成１２年度から１６年度までの数値のうち、最も少ない額で継続
するものとして推計し、加えて合併財政需要に係る措置（２ヵ年で２．８億円）を
見込みます。

○臨時財政対策債の元利償還金相当額が、普通交付税として交付されるものとし
て見込みます。

④国・県支出金
　扶助費に対する支出金は、扶助費推計値に連動させて推計します。投資的経費に
対する支出金については、歳出の投資的経費に見合った額とします。
　また、国庫補助負担金の一般財源化分について見込みます。
⑤市債
　投資的経費の財源として見込みます。
⑥その他
　繰入金、繰越金のほか、現在、津久井郡広域行政組合が行っている事業に関わる
歳入や中核市移行等に伴う歳入、事務事業の一元化に伴う財政への影響額を見込み
ます。

（２）歳　出
①人件費
　首長などの特別職は、平成１６年度実績値で推計します。
　議員報酬は１６年度実績値を用い、市町村の合併の特例等に関する法律の規定によ
る定数特例を適用するものとして推計します。
　一般職の人件費については、現在の津久井郡広域行政組合の人件費分を加算し、
合併後４年間は前年度職員数の１％を減少させることとして推計します。
②扶助費
　全国の増加率により推計します。
③公債費
　地方債の償還計画を基に推計します。
④物件費
　微増で推移すると見込みます。
⑤補助費等
　実績の増減率により推計します。
⑥投資的経費
　本計画に位置づけた主要事業、及びその他必要な普通建設事業について見込みます。
⑦その他
　維持補修費や積立金のほか、現在、津久井郡広域行政組合が行っている事業に関
わる歳出や、中核市移行等に伴う歳出、事務事業の一元化に伴う財政への影響額を
見込みます。

　３　財政計画

 第８章　公共施設統合整備の基本的な考え方

 第９章　新市における県事業の推進

 第１０章　財政計画

（単位：百万円）

歳入合計その他市　債国・県
支出金

地方
交付税

地方譲与税
　・交付金市　税歳　入

１９０，１１９２１，７１０１９，４４１２７，３１９３，７４６１１，５４７１０６，３５６平成１９年度
１８３，７６６１９，１８７１７，６３７２５，５９１３，７８６１１，５３６１０６，０２９平成２０年度
１８０，３０５１８，１０８１６，６７３２４，５２８３，７８８１１，５４４１０５，６６４平成２１年度
１８１，０７８１９，１１４１６，６５５２４，５２６３，８５９１１，５６４１０５，３６０平成２２年度
１７９，９１５１８，５７５１５，７８２２４，８４６３，８９２１１，５９９１０５，２２１平成２３年度
１８２，０６５１８，７８６１７，２０７２５，４４０３，９７４１１，６３４１０５，０２４平成２４年度
１８２，３１５１８，６４６１７，６１５２５，７５０４，０５７１１，６６９１０４，５７８平成２５年度
１８４，３６６２０，３９９１７，５３１２６，４５６４，１３１１１，７０５１０４，１４４平成２６年度
１８３，２０２２０，８２５１６，４５７２６，２８０４，２０７１１，７４０１０３，６９３平成２７年度

（単位：百万円）

歳出合計その他投資的経費補助費等物件費公債費扶助費人件費歳　出

１９０，１１９３６，４９７２９，８１６７，８２６２４，４３５１９，２３５３０，０９４４２，２１６平成１９年度
１８３，７６６３４，３２７２４，５０４７，８８４２４，４５９１９，５８３３０，９３６４２，０７３平成２０年度
１８０，３０５３２，８２２２０，６０６７，９３４２４，４８３２０，６３０３１，６９４４２，１３６平成２１年度
１８１，０７８３２，５６０２１，７７１７，９７８２４，５０８２０，０４６３２，３５９４１，８５６平成２２年度
１７９，９１５３１，９３６２０，２１０８，０１４２４，５３２２０，８０９３２，９２６４１，４８８平成２３年度
１８２，０６５３２，２７０２０，９８５８，０４４２４，５５７２１，３５７３３，３８７４１，４６５平成２４年度
１８２，３１５３２，６１７２０，１１４８，０６６２４，５８１２１，６４３３３，７３８４１，５５６平成２５年度
１８４，３６６３２，９７６２１，４５１８，０８１２４，６０６２１，２６４３３，９７４４２，０１４平成２６年度
１８３，２０２３３，３４７２０，２３５８，０８８２４，６３１２０，５８９３４，０９３４２，２１９平成２７年度

※財政計画の用語解説と積算の考え方については 
７面をご覧ください。



　神奈川県は、相模原市、津久井町及び相模湖町の１市２町の合
併が確定したことを踏まえ、神奈川県が定めた当地域への支援方
針に基づき、新市の一体性の確保や行財政運営の安定化のため、
市町村合併特例交付金を措置することを決定しました。
　この市町村合併特例交付金は、合併準備のための電算システム
統合の経費や合併後の新市のまちづくり事業などに利用すること
になります。

市町村合併特例交付金　１０億円（９月補正予算額：１０月５日県議会議決）

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会

　相模原市、津久井町及び相模湖町の　　　
　合併に伴う神奈川県の支援について　

　６面の財政計画には専門的な用語が多く使われていますので、用語の意味と主な積
算の考え方について補足して説明します。
歳　入
①市税
　市民の皆様から納めていただく市の税金で、市民税や固定資産税などのことです。
　国と地方の税財政を見直す、いわゆる「三位一体の改革」による税源移譲や個人住
民税の定率減税の廃止などを見込んでいますが、市税全体では、長期的に減少傾向で
推移するものとしています。
　なお、本格的な税源移譲が行われるまでの措置（所得譲与税）については、平成１９
年度に制度が終了しますので、以降は市税として相当分を見込んでいます。
②地方譲与税 ･交付金
　国や県が徴収した税の一部から市町村に配分されるもので、地方譲与税としては所
得譲与税や自動車重量譲与税など、交付金としては利子割交付金や地方消費税交付金な
どがあります。
③地方交付税
　全ての地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供できるように、所得税などの
国税から地方公共団体に交付されるもので、普通交付税と特別交付税があります。普
通交付税は、財政力指数（一般財源必要額に対して市税等の一般財源収入額がどの程
度確保されているのかを示す数値）が１．０以上の自治体には交付されません。
　１８年度に合併した場合、２７年度まで合併算定替（合併前の市町が存続したものとし
て算定される普通交付税額を保証する特例措置）を適用したうえで、現相模原市分に
ついては普通交付税の交付を受けないものとし、津久井町、相模湖町分については、
国の財政支援措置を加算し、藤野町分については横ばいとして推計しています。
④国 ･県支出金
　特定の仕事に対して、国 ･県から交付される資金のことで、生活保護費や児童手当
などの負担金、道路や学校建設のための補助金などがあります。
　歳出の扶助費や投資的経費に連動して推計するほか、三位一体の改革（国と地方の
税財政改革）による税源移譲分としての削減分を見込んでいます。
⑤市債
　一時的に多額の費用がかかる道路や学校などの公共施設の建設事業に対し、借り入
れる資金などのことです。
　臨時財政対策債（財源不足を補てんするため、従来地方交付税で配分されていたも
のを、個々の地方公共団体が地方債を発行して資金調達をするもので、元利償還金相
当額については、後年度、地方交付税措置されることになっています）は平成１８年度
までの制度ですが、今後も地方財源の不足が根本的に解消される要素は少ないことか
ら、何らかの代替措置があるものとして推計しています。
　減税補てん債（国の減税政策による地方税の減収分を補てんするための地方債）
は、個人住民税の定率減税が廃止される影響を見込んで推計しています。
　また、１市２町の合併に係る合併特例債の発行を見込んでいます。
歳　出
①人件費
　議員や職員の給料、期末・勤勉手当、退職金などです。
　議員の定数については、市町村の合併の特例等に関する法律に基づく定数特例を適
用することとし、１９年度から２２年度までは津久井町分２人、相模湖町分１人、藤野町
分１人を加えて５０人とし、２３年度以降は現在の市の定数である４６人として積算しまし
た。一般職員については、平成２２年度までに１６５人削減するものとして推計していま
す。

②扶助費
　生活保護費や児童手当、児童扶養手当など法令に基づいて支給される費用のほか、
市町村が独自で行っている施策に基づき支給される費用を含みます。
　しばらくは増加傾向が続くものとし、地方公共団体全体での伸び率を用いて、段階
的に伸び率が縮減するものとして推計しました。
③公債費
　建設事業や財源不足の補てんのために借りた市債などの返済金とその利息のことで
す。現在の返済計画などの条件を当てはめて積算しています。
　財政運営の状況を図る指標の一つである「公債費負担比率※」に相当する数値を本
財政計画の数値を使用して仮に算定すると、各年度１３％台後半から１５％台後半となり
ます。
※公債費負担比率とは、公債費に充当された一般財源（使途が限定されない財源）の一
般財源総額に対する割合をいい、この率が高いほど財政運営の硬直性が高まると言わ
れています。
　相模原市の平成１６年度の公債費負担比率は１４．８％、中核市平均は、平成１５年度で
１６．７％（平成１７年度地方財政白書）となっています。
④物件費
　委託料、役務費（通信運搬費、手数料など）、賃金、旅費、消耗品費などの消費的
な経費の総称です。
　過去の実績は減少傾向ですが、今後委託料などが増加するものとし、全体では微増
していくものと見込んでいます。
⑤補助費等
　各種団体や個人に対する補助金、交付金のほか寄付金や保険料が含まれています。
　津久井郡広域行政組合は解散するため、その負担金を除いた額で推計しています。
⑥投資的経費
　主に、道路や学校、庁舎などの施設の建設、整備に必要となる事業の経費のことで
す。
　主要事業に位置付けた事業の概算事業費や、道路の補修など経常的に必要な経費に
ついて積算しています。

※参考　（平成１６年度の各市町一般会計決算）

（※）財政計画における用語解説と積算の考え方

　平成１７年７月１０日（日）に開催した第２回相模原・津久井地域
合併協議会で、「合併の期日」の採決をめぐり、城山町長より副
会長職を辞任する申し入れがあり、合併協議会の開催日程などが
決まり次第お知らせすることとしておりました。
　平成１７年９月１４日付けで城山町長より相模原・津久井地域合併
協議会会長に対して、「合併協議の延期等」について相談したい
旨の文書が提出され、関係市町等で調整を行ってまいりました
が、平成１７年１１月７日（月）に第３回相模原・津久井地域合併協
議会を開催することになりました。詳しくは８面の会議開催のお
知らせをご覧ください。

相模原・津久井地域合併協議会

第３回相模原・津久井地域合併協議会を開催します

　相模原市、津久井町及び相模湖町の１市２町では、平成１８年３
月２０日の合併に向け、合併後の新しい行政サービスなどについ
て、調整作業を進めています。
　今後、住民の皆様に身近な行政サービスや窓口が合併によりど
のようになるのかについては、広報紙などによりお知らせをする
とともに、相模原市に編入される津久井町及び相模湖町の住民の
皆様には、平成１８年２月頃にガイドブックを配布する予定です。
　また、合併後の新相模原市において、行政サービスを円滑に提
供していく上で必要となる電算システムの統合については、これ
までに１市２町合わせて約１２億６千万円を予算計上し、住民サー
ビスに支障をきたすことがないよう、統合作業を進めています。

　相模原市、津久井町及び相模湖町の　　　
合併準備の状況について　

歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位；千円）

合　計その他市　債国・県支出金地方交付税地方譲与税
・交付金市　税

１８２，６３５，９３５１９，３２０，００８３１，０４１，４００２３，２２５，２４４４７２，１８２１５，２５７，２２０９３，３１９，８８１相模原市
８，５４６，３６８１，６３６，６０１１，２０７，３００６７９，８１１９８１，０６５７０３，１９４３，３３８，３９７津久井町
３，５０６，０２０４０８，１８９５１１，５００３７８，９８９９４４，２８８２４０，６４８１，０２２，４０６相模湖町
３，９４９，９８０５０１，８８５６５８，３００３００，０８５１，００５，９１６３１９，８７２１，１６３，９２２藤野町
１９８，６３８，３０３２１，８６６，６８３３３，４１８，５００２４，５８４，１２９３，４０３，４５１１６，５２０，９３４９８，８４４，６０６合　計

歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位；千円）

合　計その他投資的経費補助費等物件費公債費扶助費人件費
１７７，１１４，４２０２６，２８９，３２９２２，３０９，８０５６，９７３，３４１２２，２６２，２４９３５，７５６，３２６２６，４０３，０９６３７，１２０，２７４相模原市
８，２５４，８８５９９２，７３３７４９，１８１１，３６４，８６３１，０８３，２４７１，２２０，４６９４５２，１９４２，３９２，１９８津久井町
３，４２２，２５８４４６，３８５１４４，３２２５５５，９７３５４１，８５７６７５，２５４１４４，０２４９１４，４４３相模湖町
３，７４２，６７１６０６，９９８４５１，９０４５７３，０１６４７３，９００４７８，５８７１４３，６８１１，０１４，５８５藤野町
１９２，５３４，２３４２８，３３５，４４５２３，６５５，２１２９，４６７，１９３２４，３６１，２５３３８，１３０，６３６２７，１４２，９９５４１，４４１，５００合　計

（注）市債、公債費は、減税補てん債などの借換えのため、例年より多くなっています。

計画案の配布と意見の提出について
　３面から６面に掲載した相模原市・藤野町合併市町村基本計画
（素案）に対して、広くご意見を募集します。計画案の全文は下
記で配布していますので、ぜひご覧いただき、ご意見をお寄せく
ださい。
配布場所　＜相模原市＞　相模原市・藤野町合併協議会事務局（広

域行政推進課）、行政資料コーナー、各出
張所、各公民館

　　　　　＜藤 野 町＞　合併推進課、各支所
　　　　　＜津久井町＞　合併対策室、町政情報コーナー、各支所、

生涯学習センター、文化福祉会館、串川ひ
がし会館

　　　　　＜相模湖町＞　合併推進課、各公民館、さがみ湖リフレ
ッシュセンター、相模湖交流センター

募集期間　１１月１日（火）から１１月３０日（水）まで
記載事項　必ず住所、氏名、電話番号を明記の上、

①該当する個所（どの部分についてのご意見かわかるよ
うに、見出し、行数などを明記してください）
②ご意見とその理由について書いてください。

提出方法　直接持参、郵送、ファックス、Ｅメールで相模原市・藤
野町合併協議会事務局へ（〒２２９－００３６　相模原市富士見
６－６－２３けやき会館３階　6０４２－７６８－４０６６、Ｅメール
kouiki-１４@city.sagamihara.kanagawa.jp） 
　なお、直接持参される場合は、藤野町、津久井町、相模
湖町の各合併担当課でも受け付けます。

注意事項　提出書面の様式は問いませんが、口頭や電話でのご意見
はご遠慮ください。なお、合併協議会ホームページ（ht 
tp://www.sf-gappei.jp）から参考様式をダウンロードで
きます。

　　　　　いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。
また、住所、氏名等の個人情報を除き、公開させていただく
ことがあります。



相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会
　ホームページ　http://www.sts-gappei.jp
相模原・津久井地域合併協議会
　ホームページ　http://www.st-gappei.jp
相模原市・藤野町合併協議会
　ホームページ　http://www.sf-gappei.jp
お問い合わせ先
〒２２９－００３６　相模原市富士見６－６－２３　けやき会館３階
　1０４２－７６９－８２０６　6０４２－７６８－４０６６
E-mail kouiki@city.sagamihara.kanagawa.jp
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相模原市・藤野町合併協議会　第５回 
日時：平成１７年１１月７日（月）午後２時から
会場：けやき会館５階大樹の間
住所：相模原市富士見６－６－２３
傍聴：１００人（希望者多数の場合は、抽選となり
   ます。午後１時３０分までに同会館４階研
   修室にお集まりください）
内容：地域自治区等の設置及び都市内分権　など

藤　野　町
問合先施設概要施設名・所在地

藤野町社会教育課
1０４２６－８７－５５１５

ゲートボールの道具に似
たスティックとボールを
使い、誰でも気軽にゴル
フのようなプレーができ
る「マレットゴルフ」が
楽しめます。

　　　２７ホール（１３４６m）
　　　パー１０８

①吉野イベント
・パーク

　藤野町吉野
１０１０－１

藤野町社会教育課
1０４２６－８７－５５１５

　　　２面または 

　　　４００mクレー
　　　トラック

　
　　　１面 　　　３面

②藤野町スポー
ツ広場

　藤野町名倉
１０００

藤野町社会教育課
1０４２６－８７－５５１５

　　　１面または

　
　　　１面

③町立日連運動
場

　藤野町日連
１４２６

相　模　湖　町
問合先施設概要施設名・所在地

県立相模湖漕艇場
1０４２６－８４－２３３９

四季折々に素晴らしい景色を見せる相模湖に昭
和３８年に設置され、昭和３９年の「東京オリンピ
ック」や平成１０年の「かながわ・ゆめ国体」の
カヌー会場及びボート会場になるなど、ボート、
カヌーのメッカとして各種大会が開催されてい
ます。

　

①県立相模湖漕艇場
　相模湖町与瀬３４０

相模湖町生涯学習課
1０４２６－８４－２３７７
相模湖町林間総合
公園
1０４２６－８５－１３３０

　　　両翼９２ｍセンター１００ｍ

　
　　　砂入り人工芝コート４面 　　　４面　

②相模湖町林間総合
公園
　相模湖町若柳１４３２
－２

相模湖町生涯学習課
1０４２６－８４－２３７７　　　　　　　　　 いずれか１面

③町民グランド
　（与瀬）
　相模湖町与瀬８８４

相模湖町生涯学習課
1０４２６－８４－２３７７　　　　　　　　　 いずれか１面

④町民グランド
　（内郷）
　相模湖町寸沢嵐８２３

相模湖町生涯学習課
1０４２６－８４－２３７７　　　１面　　　　１面

⑤町立武道場
　相模湖町与瀬９５６

相模湖町生涯学習課
1０４２６－８４－２３７７

　　　２５ｍプール、子ども用プール（７月下旬
　　　～８月末）

⑥小原プール
　相模湖町小原６９７

城　山　町
問合先施設概要施設名・所在地

小倉スポーツ広場
1０４２－７８２－１１２２

小倉橋のそばにある「こ
だまプール」は、シーズ
ンには多くの人でにぎわ
います。
　　　５０ｍプール、幼児
　　　用プール、スライ
　　　ダープール（７月
　　　１日～８月３１日）

　　　全天候型５面
　　　練習用コート１面

①小倉スポーツ
広場

　城山町小倉１

城山町生涯学習課
1０４２－７８２－１１１１　　　２面 　　　１面

②横山スポーツ
広場

　城山町川尻
１９３０－１

城山町生涯学習課
1０４２－７８２－１１１１　　　２面

③町民の森野球
場

　城山町川尻
５８４１

城山町生涯学習課
1０４２－７８２－１１１１　　　クレーコート４面

④町民の森テニ
スコート

　城山町川尻
４４５２－８

城山町生涯学習課
1０４２－７８２－１１１１

　　　クレーコート２面

　
　　　１面

⑤中沢スポーツ
広場

　城山町中沢２３９

津　久　井　町
問合先施設概要施設名・所在地

（財）宮ヶ瀬ダム周
辺振興財団
1０４６－２８８－３６００

第５３回国民体育大会（平
成１０年かながわ・ゆめ
国体）の馬術競技場と
して整備されました。
国体終了後は馬術を通
した県民の生涯スポー
ツ拠点として、宮ヶ瀬
ダム周辺地域の振興の
　　　ため、施設利用
　　　が図られていま
　　　す。

①津久井馬術場
　津久井町鳥屋
２２５５－１

津久井町生涯学習
課
1０４２－７８４－１１４１

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
いずれか１面

　
　　　４面

②総合運動公園
　津久井町又野
８２９

津久井町生涯学習
課
1０４２－７８４－１１４１

　　　１面または

　
　　　２面

③青野原総合運
動場

　津久井町青野
原２１１８

津久井町生涯学習
課
1０４２－７８４－１１４１

　　　　　　　　　

いずれか１面

　
　　　２面

④串川総合運動
公園

　津久井町長竹
８５０－１

津久井町生涯学習
課
1０４２－７８４－１１４１

　　　１面または

　
　　　２面

⑤鳥屋スポーツ
公園

　津久井町鳥屋
２３０５－８

問合先施設概要施設名・所在地

銀河アリーナ管理
事務所
1０４２－７７６－５３１１

冬はスケート、夏はプールとしてたくさ
んの人に利用されています。

　　　スケートリンク６０×３０ｍ、サブリ
　　　ンク１８ｍ×１４ｍ（１０／２０～５／６）

　　　５０ｍプール（８コース）、１８ｍ×
　　　１４ｍプール（６／１０～９／１６）

①銀河アリーナ
　相模原市弥栄３
－１－６

淵野辺公園管理事
務所
1０４２－７５３－６９３０

１６，０６４人（内野８，０６４人、外野芝生席８，０００
人）を収容できるスタンドとナイター施
設も完備し、プロ野球や高校野球の試合
会場として利用されています。

　
　　　両翼９５ｍ、センター１２０ｍ

②県立相模原球場
　相模原市弥栄３
－１－６

相模原市スポーツ課
1０４２－７６９－８２８８　　　　　　　　　　　　　　　など

③市体育館
　相模原市富士見
１－２－１５

北総合体育館
1０４２－７６３－７７１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　　　など

④北総合体育館
　相模原市下九沢
２３６８－１

総合体育館
1０４２－７４８－１７８１

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
など

⑤総合体育館
　相模原市麻溝台
２２８４－１

鹿沼公園管理事務
所
1０４２－７５５－９７８１　　　砂入り人工芝コート４面

⑥鹿沼公園テニス場
　相模原市鹿沼台
２－１５－１

相模台公園管理事務所
1０４２－７４８－４０６０　　　クレーコート２面

⑦相模台公園テニス場
　相模原市桜台２１

銀河アリーナ管理
事務所
1０４２－７７６－５３１１　　　砂入り人工芝コート６面

⑧淵野辺公園テニス場
　相模原市弥栄３
－１－６

問合先内　容施設名
横山公園クラブハ
ウス
1０４２－７５８－０８８６　　　クレーコート１２面

⑨横山公園テニス場
　相模原市横山５
－１１－５０

鹿沼公園管理事務
所
1０４２－７５５－９７８１　　　両翼８５ｍ、センター１０５ｍ

⑩鹿沼公園野球場
　相模原市鹿沼台
２－１５－１

相模台公園管理事務所
1０４２－７４８－４０６０　　　両翼、センター７２ｍ

⑪相模台公園野球
場

　相模原市桜台２１
淵野辺公園管理事
務所
1０４２－７５３－６９３０　　　両翼７０ｍ、８０ｍ

⑫ひばり球場
　相模原市弥栄３
－１－６

横山公園クラブハ
ウス
1０４２－７５８－０８８６　　　両翼９１ｍ、センター１１５ｍ

⑬横山公園野球場
　相模原市横山５
－１１－５０

相模原市スポーツ
課
1０４２－７６９－８２８８

　　　２５ｍ×１３ｍプール、幼児用プール
　　　（すべり台付）

⑭鵜野森水泳プール
　相模原市鵜野森
１－２５－１

さがみはら北の丘
センター
1０４２－７７３－５５７０

　　　２５ｍプール（５コース）、流水プ
　　　ール、幼児・子どもプール、ウォ
　　　ータースライダー、ジャグジー

⑮さがみはら北の
丘センター

　相模原市下九沢
２０７１－１

さがみはらグリー
ンプール
1０４２－７５８－３１５１

　　　５０ｍ×２５ｍプール（国際公認８コ
　　　ース、短水路公認１６コース）、２２
　　　ｍ×２５ｍ飛込プール（国際公認）、
　　　２５ｍ×１７ｍプール（公認８コース）

⑯さがみはらグリ
ーンプール

　相模原市横山５
－１１－１

市民健康文化セン
ター
1０４２－７４７－３７７６

　　　２５ｍプール（７コース）、児童用
　　　プール、幼児用プール、スライダー

⑰市民健康文化セ
ンター

　相模原市麻溝台
１８７２－１

横山公園クラブハ
ウス
1０４２－７５８－０８８６　　　３００ｍクレートラック

⑱横山公園陸上競
技場

　相模原市横山５
－１１－５０

相　模　原　市

相模原・津久井地域合併協議会　第３回 
日時：平成１７年１１月７日（月）午後５時から
会場：けやき会館５階大樹の間
住所：相模原市富士見６－６－２３
傍聴：１００人（希望者多数の場合は、抽選となり
   ます。午後４時３０分までに同会館４階研
   修室にお集まりください）
内容：相模原・津久井地域合併協議会の取扱いについて
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※各市町のホームペ
ージなどからもご
覧になれます。詳
しくは問合先へ。




